
第７次川崎市子どもの権利に関する行動計画　令和５年度進捗状況報告書
施策の方向Ⅳ　子どもの参加（条例第４章）

令和５年度の達成度（１～５の５段階評価で入力）
１：目標を大きく上回って達成　２：目標を上回って達成　３：ほぼ目標どおり　４：目標を下回った　５：目標を大きく下回った

施策の方向 推進施策
該当
する
条文

重点
的

取組
№ 再掲 事業名 事業概要等 令和5年度実施状況 令和５年度の成果 令和５年度の課題

令和５年
の達成度

所管局 所管課

☆ 305
子ども・若者の
“声”募集箱の設
置

■目的・目標：川崎市に住んでいる、または市内の学校に通っている
子どもたち等（小学４年生～１８歳までを想定）から、川崎のまちに
対して思っていることや感じていることを聴き、まちを良くするため
の参考にします。

■事業概要：市ホームページ上に個別ページを作成し、ロゴフォーム
で意見を募り、いただいた声については、全件市長閲覧に諮ります。
個別回答はしませんが、市ホームページにいただいた主な声と市の考
えを掲載することで、子どもたちの達成感への寄与や適切な情報発信
を行います。

　子どもや若者から、348通（401件）の声が投稿
され、川崎市に対して想っていることを聴くことが
できました。また、届いた声を各所管局区等に共有
するとともに、その内容に対する考えを作成いたし
ました。さらに、子どもや若者にとって、より見や
すくするために、市ホームページの該当部分を改修
しました。

　子どもや若者からの声を市ホームページで受け付
けることで、子どもたちが市政に対して気軽に想い
や考えを伝えることができました。また、子どもや
若者から届いた声を各所管局区等で受け止めるとと
もに、その内容に対する考え方を作成することで、
市政運営の参考としました。さらに、届いた声と市
の考えを、市ホームページで定期的にフィードバッ
クすることで、自分たちの声が受け止められたこと
を、子どもや若者が実感できるようにしました。

　子どもや若者から、本制度が十分に認知されてい
ないとの意見も寄せられており、また、中学生以上
からの声が少ないため、継続的・効果的な周知・広
報が必要と考えています。さらに、子どもや若者に
とって自分たちの声が活かされていることをより実
感してもらえるように、ホームページ等について、
今後も改善を検討してまいります。

3
こども
未来局

企画課

☆ 306
川崎市子ども会議
（意見表明）

■目的・目標：子どもの意見表明及び子どもの参加の促進をめざしま
す。

■事業概要：川崎市子どもの権利に関する条例に基づいて、子どもの
意見表明の場として川崎市子ども会議を開催し、市政に対しての意見
表明の機会を担保するとともに、子どもと行政がパートナーとして取
り組むことができるように必要なを支援を行います。

　幅広い子どもの声を、よりしっかりと受け止める
仕組みとして、子ども・若者の”声”募集箱との連
携や、カワサキ☆Ｕ１８、定例会議など、様々な企
画を組み合わせて、一連の取り組みとして展開しま
した。
　特に新たな取り組みとして、行政や地域団体、企
業などの大人とも話し合う機会を設けたこと、子ど
もの視点を中心に、立場の異なる市民同士の相互理
解を図りました。

　一連の取組として展開したことで、幅広い子ども
の声をまとめてもらうことができました。
　また、大人とも相互理解を図ることで、お互いに
新たな気づきを得て、意見が深まったほか、行政や
地域団体で子どもの声を反映し、地域主催のプログ
ラミング教室等の開催につながるなど、子どもたち
にフィードバックしたことで、子どもたちにとっ
て、自分たちの声が大切にされているということを
実感する契機となりました。

　子どもたちからは、毎年、新たな意見や声が寄せ
られるため、子どもの権利を尊重したうえで、テー
マに合致した大人の協力者を探していくことが今後
の課題と考えています。

2
教育委
員会事
務局

地域教
育推進
課

☆ 307
38

254
304

地域教育会議（行
政区・中学校区子
ども会議）（再
掲）

■目的・目標：子どもたちを豊かな成長を育む活動を行っている地域
教育会議の活動を支援することで、まちづくりや地域の活性化などに
対する、子どもたちの意見の受け止めなど、社会全体で子どもの声を
しっかりと受け止める環境の構築をめざします。

■事業概要：各行政区・中学校区地域教育会議において、行政区・中
学校区子ども会議を開催し、文化・スポーツを通した子どもの交流を
促進や、子どもの意見表明や権利学習を支援を行うほか、各団体の情
報共有の機会を設けることで、連携の促進を支援します。

　各行政区、中学校区の地域教育会議を支援し、各
団体において、子どもの意見表明の機会として、さ
まざまな形態の子ども会議が開催されました。
　川崎市子ども会議と異なり、市政に関わらない身
近な地域課題や世界情勢に関わることなど、独自に
テーマを設定するなど、地域の教育力を発揮し、子
どもたちにとって貴重な機会となりました。
　また、年３回、各団体の状況共有の機会を設け、
それぞれの魅力を各地域で共有しました。

　子どもたちにとって身近な地域で開催される事業
を支援したことで、子どもたちに市内で多くの意見
表明の機会を提供でき、自身の関心や発達にあわせ
て、子どもたちが自分のニーズにあった機会の選択
肢を用意できた点は大きな成果となりました。

　全国的な傾向として、地域コミュニティの希薄化
や地域の担い手の高齢化、多様な生活スタイルの影
響により、地域活動自体が縮小傾向にあり、地域住
民の関わり方やネットワークの活性化の仕組みなど
を検討していく必要があると考えています。

3
教育委
員会事
務局

地域教
育推進
課

☆ 308

8
106
113
183

社会教育振興事業
（再掲）

■目的・目標：民主主義の精神にのっとり、平和と基本的人権を尊重
し、市民が自らの学びを創造する豊かで活力のある地域社会の実現を
めざします。

■事業概要：教育文化会館や市民館において、平和・人権・男女平等
推進学習や青少年教室事業、子育て・共育学習活動などをとおして、
共に生きる地域社会の創造をめざす学習事業を実施します。

　小学生・中学生・高校生等を対象として、青年期
の課題解決あるいは地域参加に向けた学習機会図提
供するとともに、地域の中での仲間づくり、つなが
りづくりを促進する青少年教室事業を教育文化会
館・各市民館・分館で12事業実施し、延べ679人
が参加しました。

　地域の中での仲間づくり、つながりづくりを促進
するよう、参加者が企画・運営も行うようなプログ
ラムを設けました。

　小学生・中学生・高校生が参加しやすい時期での
開催等に留意しながら、引き続き青少年教室事業を
実施してまいります。

3
教育委
員会事
務局

生涯学
習推進
課

☆ 309 こども防災塾

■目的・目標：小学生とその保護者を対象に、防災について学ぶ体験
事業を開催することで、防災意識の向上を図るとともに、家庭・地域
における防災の取組を支援します。

■事業概要：防災施設の見学や様々な防災体験等を通じ、日頃の備え
や地域での協力の大切さについて学ぶ「こども防災塾」を夏休みに開
催します。

　関東大震災からを100年を契機に、子ども向けの
防災啓発動画を２本作成し、防災知識の普及啓発を
行いました。

　子ども向け動画を「川崎市ぼうさいチャンネル」
で配信した他、「ぼうさい出前講座」や各イベント
の中で直接内容を説明することで、理解を深めてい
ただきました。

　過去の災害の教訓を踏まえ、引き続き子どもの参
加の視点から動画の作成や体験型の講座を実施して
いくことが必要です。

3
危機管
理本部

危機管
理部

☆ 310
地域における子ど
も向けスポーツ事
業の実施

■目的・目標：子どもたちが地域で身体を動かせる場や機会を提供す
ることを目的・目標にイベントや教室等を開催します。

■事業概要：川崎市スポーツ推進委員連絡協議会や総合型地域スポー
ツクラブ等と連携し、地域の大人と関わりながら子どもたちがスポー
ツを楽しめる機会を提供します。

　川崎市スポーツ推進委員連絡協議会（各区スポー
ツ推進委員会）：各区でスポーツイベントを実施し
ました。
　総合型地域スポーツクラブ：3区（中原区・高津
区・麻生区）でスポーツ体験教室・イベントを実施
しました。

　川崎市スポーツ推進委員連絡協議会と連携したス
ポーツイベント及び総合型地域スポーツクラブと連
携したスポーツ体験教室・イベントのいずれにおい
ても多くの参加があり、子どもたちがスポーツを楽
しめる機会を提供することができました。

　今後もより多くの子どもたちが地域で身体を動か
せる場や機会を提供できるよう、関係団体と連携し
ながら事業実施に向けて取り組んでいきます。

3
市民文
化局

市民ス
ポーツ
室

☆ 311

パラスポーツ体験
講座「パラスポー
ツやってみるキャ
ラバン」

■目的・目標：パラスポーツに触れる機会を設けることで、パラス
ポーツへの関心が高まり、障害に対する理解を深めます。

■事業概要：小学校の授業や地域の施設を活用してパラスポーツ（パ
ラスポーツ）の魅力を子ども達に伝えるもの。

　令和５年度は、市立小学校1８校において、車い
すバスケットボールなどのパラスポーツ体験講座を
実施しました。また、市内各施設（保育園・こども
文化センター等）１２か所において、障害のあるな
しにかかわらず誰もが楽しめるスポーツであるボッ
チャの体験会を開催しました。

　「かわさきパラムーブメント」のレガシー形成に
向けた取組として、学校や地域等でパラスポーツを
体験することで２０００名以上の子どもが、パラス
ポーツへの関心や障害及び障害のある方に対する理
解を深めることができました。

　今後も、パラスポーツを通じて、子どもへの障害
に対する理解を深めていくため、引き続き、取組を
進めるとともに、更なる障害理解啓発に向け、実施
結果の検証を行っていく必要があります。

3
市民文
化局

市民ス
ポーツ
室

☆ 312
へいわアニメ上映

会

■目的・目標：小・中・高校生とその親を対象に、戦争の悲惨さや平
和の尊さについて学習してもらい、平和を愛する心を育む精神を涵養
するため実施している平和学習のための事業

■事業概要：空襲や引揚げなど戦争をテーマとしたものや広く平和を
とらえることをテーマとしたアニメを、小学生向けに上映する。

　９月３日（日）に「へいわアニメ上映会」を平和
館で開催しました。上映したアニメは「煙突屋ペ
ロー」と「どうぶつたちのねがい」の２本で、当日
は小学生やその保護者など、２８人の参加がありま
した。

　イベントを通して、戦争を知らない世代に対して
戦争の悲惨さや平和の尊さについて学習してもらう
機会を提供できました。
　また、保護者にも参加してもらうことで、親子で
「平和」について考え、学習する機会を提供できま
した。

　「へいわアニメ上映会」は、戦争の悲惨さや平和
の尊さについて学習してもらい、平和を愛する心を
育む精神を涵養するための平和学習として継続して
実施していくとともに、事業全体を通して子どもた
ちが学ぶ施設での活動へ参加することができる機会
を引き続き提供していく必要があります。

3
市民文
化局

平和館

☆ 313 平和館見学ツアー

■目的・目標：小・中・高校生とその親を対象に、戦争の悲惨さや平
和の尊さについて学習してもらい、平和を愛する心を育む精神を涵養
するため実施している平和学習のための事業

■事業概要：平和館職員のガイドのもと、「平和館オリエンテーリン
グシート」を使って、川崎大空襲や戦争のこと、平和への取組など見
学しながら平和について学ぶ。

　９月３日（日）に「平和館見学ツアー」を開催し
ました。見学ツアーは館内パンフレットやオリエン
テーリングシートを活用して、平和館館長が解説を
行いながら常設展示を中心として見学してもらう内
容で、当日は小・中学生やその保護者など１６人の
参加がありました。

　イベントを通して、戦争を知らない世代に対して
戦争の悲惨さや平和の尊さについて学習してもらう
機会を提供できました。
　また、川崎大空襲や戦争のこと、平和への取組な
どを見学してもらうことで、子どもたちが平和につ
いて学ぶ機会を提供できました。

　「平和館見学ツアー」は、戦争の悲惨さや平和の
尊さについて学習してもらい、平和を愛する心を育
む精神を涵養するための平和学習として継続して実
施していくとともに、事業全体を通して子どもたち
が学ぶ施設での活動へ参加することができる機会を
引き続き提供していく必要があります。

3
市民文
化局

平和館

計画期間の取組内容

㉟ 　子ども会議を開
催し、市政等につ
いて子どもが市民
として意見表明す
ることを支援しま
す。また、市ホー
ムページやGIGA
端末などインター
ネットを活用して
子どもからの意見
聴取に取り組みま
す。

施策の方向Ⅳ
子どもの参加

　さまざまな
場において子
どもの意見を
聴き、こど
もヶ自主的・
自発的に、ど
こでも、何に
対しても参加
できるよう支
援します。

（17）子どもの参加の
促進

　子どもが市政等につ
いて意見を表明する機
会や、育ち・学ぶ施設
や地域での活動に参加
する機会等、子どもの
参加を支援します。

㊱ 　地域において、
文化、スポーツな
ど、さまざまな社
会体験ができるよ
うに、各種子ども
教室や施設見学、
市内をフィールド
にしたワーク
ショップ等の子ど
も向け事業を実施
し、子どもが活動
に参加することを
支援します。

２９条

２９条
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☆ 314
川崎市スポーツ
フェスタ事業

■目的・目標：子どもたち向けに多様なスポーツに触れるイベントを
開催し、子どもたちがスポーツを始める機会とするとともに、継続的
にスポーツを実施するきっかけづくりとなることで、スポーツ好きの
子どもたちを増やします。また、保護者も併せて参加することで、多
世代へスポーツの楽しさを体験する機会を提供します。

■事業概要：「スポーツ体験教室」や「スポーツ体験ブース」などの
親子で一緒に行うスポーツ体験教室等を実施しています。

　「川崎市スポーツフェスタ２０２３」を等々力緑
地で開催しました。親子で参加する「スポーツ体験
教室」のほか、「スポーツ体験ブース」や「体験
ワークショップ」等の実施を予定していましたが、
雨天のため縮小して実施しました。「スポーツ体験
教室」では定員1,760組のところ、2,105組の応募
があり、当日は雨天でしたが、504組、1,008名が
参加しました。

　事後のアンケートでは、9割以上の方から「とて
も満足」との回答を得ることができました。また、
一部の参加者からは、子どもがイベント後にスポー
ツを始めた等の回答があり、継続してスポーツを実
施するきっかけづくりとなっていることがわかりま
した。

　本イベントの目的でもある子どもたちがスポーツ
を始める機会とするとともに、継続的にスポーツを
実施するきっかけづくりとなるような取組みを実施
する必要があると考えます。

3
市民文
化局

市民ス
ポーツ
室

☆ 315
ハートフルエン
ジョイ事業

■目的・目標：乳幼児と保護者が一緒に身体を動かす楽しさ、知識を
学ぶ機会を提供し、将来のスポーツ好きを育てるためのプログラムと
して「親子ふれあい運動遊びコンサート」を行い、継続的な運動遊び
の推進につなげます。

■事業概要：⾳楽に合わせて保護者と子ども（乳幼児）のふれあい遊
びや体操・ダンス・つながりあそびなど、運動遊びに重点をおいたイ
ベントを実施します。

　「令和5年度親子ふれあい運動遊びコンサート」
をカルッツかわさきの小体育室で開催しました。当
日は49組、112名が参加し、音楽に合わせて身体
を動かしたり新聞紙で遊び道具を作成するなど、乳
幼児と保護者が一緒に身体を動かす楽しさや知識を
学ぶ機会を提供することができました。

　コンサート終了後のアンケートでは、「広い体育
館でたくさん身体を動かすことができて楽しかっ
た」等の回答があり、9割以上の方から「満足」と
の回答を得ることができました。

　今後も乳幼児と保護者が一緒に身体を動かす楽し
さや知識を学ぶ機会を提供し、継続的な運動遊びの
推進につなげられるよう、引き続き事業実施に向け
て取組んでいきます。

3
市民文
化局

市民ス
ポーツ
室

☆ 316
かわさきスポーツ
パートナー等との
連携事業

■目的・目標：子どもたちにスポーツの楽しさを感じてもらうととも
に、地域のチームを応援する気持ちを育むことを目的として実施する
ものです。

■事業概要：かわさきスポーツパートナーの選手が小学校などに出向
いてスポーツを通じて触れ合う「ふれあいスポーツ教室」や、市内小
学生とかわさきスポーツパートナー全チームの選手等が一堂に会して
触れ合うかわさきスポーツパートナー「ボールゲームフェスタ」等を
実施します。

　選手参加によるふれあいスポーツ教室については
29回（28校と１園）、クラブのコーチやスタッフ
による巡回型の「ふれあいサッカー教室」は104
校、「ふれあいバスケットボール教室」は延44校で
実施し、子どもがスポーツに触れる機会の創出に繋
げることができました。
　また、かわさきスポーツパートナー「ボールゲー
ムフェスタ」については、市内小学生140名が参加
し、子どもたちにスポーツの楽しさや素晴らしさを
実感してもらう場の提供をすることができました。

　選手参加による「ふれあいスポーツ教室」及びク
ラブのコーチスタッフによる巡回型の「ふれあい
サッカー教室」と「ふれあいバスケットボール教
室」は、実施後の報告書にていずれも9割以上の学
校から「大変満足」と回答を得ることができまし
た。
　また、かわさきスポーツパートナー「ボールゲー
ムフェスタ」については、市政だよりへ掲載した効
果もあり、昨年度を大幅に超える応募（約5倍）が
ありました。また、イベント実施後アンケートにお
いても9割を超える参加者から「楽しかった」と回
答を得ることができました。

　「ふれあいスポーツ教室」については、雨天時等
の場合も実施できる体制を学校には要望してるが、
学校の事情によりやむを得ず中止となった学校が
あったため、改めて実施前に学校にヒアリングする
などして、中止校が出ないようなスキームを検討す
る必要があります。

3
市民文
化局

市民ス
ポーツ
室

☆ 317
フラッグフット
ボール普及啓発事
業

■目的・目標：子どもたちの健全育成やスポーツの楽しさを体感して
もらうことを目的に、学校・地域におけるフラッグフットボールの普
及啓発事業を実施しています。

■事業概要：実施を希望する市内小学校へ指導者を派遣し、体育の授
業等で子どもたちにフラッグフットボールを教える「巡回教室」を実
施するとともに、Xリーグ（社会人アメリカンフットボール）の選手
を交えた「フラッグフットボール体験会教室」や「フラッグフット
ボール小学生交流大会」を開催します。

　「フラッグフットボール巡回教室」については、
100校で実施しました。
　また、「フラッグフットボール体験教室」は約2
倍、「フラッグフットボール小学生交流大会」は
1.5倍に参加者が増えるとともに、Ｘリーグ選手が
参加し子どもたちと触れ合うことで、フラッグフッ
トボールの楽しさを子どもたちに普及啓発すること
ができました。

　「フラッグフットボール巡回教室」については、
平成28年度以来に100校を超える学校で実施し、
昨年度より18校増とすることができました。また、
児童の反応、指導内容のいずれも「大変満足」との
回答を95％以上得ることができました。
　併せて、「フラッグフットボール体験教室」と
「フラッグフットボール小学生交流大会」は実施後
アンケートにおいても「Xリーグの選手とふれあえ
て良かった」といった回答があり、いずれも有意義
なイベントとすることができました。

　「フラッグフットボール体験教室」については、
市政だよりに掲載する他市HPで広報したことで昨年
度を超える応募数ではあったものの、定員には満た
なかったため、引き続き市公式Xでの投稿やイベン
トアプリを活用するなどして、さらなる広報強化を
する必要があります。

3
市民文
化局

市民ス
ポーツ
室

☆ 318
高校生向け量子ネ
イティブ人材育成
プログラム

■目的・目標：量子分野の産業化をけん引する量子ネイティブ人材
を、全国に先駆けて川崎から輩出することを目指します。

■事業概要：日本アイ・ビー・エム株式会社、国立大学法人東京大学
と令和３年６月に締結した量子コンピューティング技術の普及と発展
に関する基本協定に基づき、三者共催による市内の高校生を対象とし
た量子ネイティブ人材育成プログラムを開催します。

　Kawasaki Quantum Summer Camp 2023を
令和４年８月17日～18日、21～24日、10月28
日（計６日間）新川崎・創造のもりAIRBICなどで開
催しました。量子プログラミングやハードウェア技
術をはじめとした量子コンピューターを使いこなす
基礎力の習得のほか、デザイン思考の講義を実施し
ました。
（参加者数：19名　OBOGサポーター：８名）

　受講生の満足度について、約85％高評価をつけて
おり、また、受講した感想として、「将来量子コン
ピュータ系の職業について研究したいと思った」
「このキャンプに行って、大学の研究で量子コン
ピューターの研究をしたいなと思いました。」と
いった意見がありました。

　プログラムの難易度が高く、専門的であるといっ
た意見や講義全体の時間が足りないといった意見が
ありました。

3
経済労
働局

イノ
ベー
ション
推進部

☆ 319
川崎臨海部しごと
スタイル

■目的、目標
市内高校生が川崎臨海部の立地企業と就業者の姿を直接見て知って体
験する機会を提供することで
・生徒たちが、将来自らが働くイメージ像を描きキャリアをデザイン
する力を身に着ける
・臨海部企業は事業活動ＰＲ・理解度向上を図るとともに次世代の人
材育成につなげる
・市は中長期的な臨海部のブランディング向上、持続的な産業活性化
につなげる機会とする

■事業概要：
高校生の社会体験の１つとして、企業訪問を軸として臨海部について
継続的に学ぶ取組を実施する。
・１年生向け「プログラム」
　　- 事前オリエンテーション
　　- 学校での企業ブース出展・事業紹介
　　- 企業訪問による見学・体験ツアー（１日）
　　- 学んだ内容を学年全体に発表・共有する発表会
・２年生向け「インターン」
　　- 夏休み期の企業活動体験（数日間）、１年生向けプログラムを
経た子どもたちが参加

　企業16社と連携のもと市立川崎総合科学高等学校
1年生を対象に、川崎臨海部と「働く」ことについ
て学ぶプログラムを行いました。また、企業7社と
連携のもと同校２年生の希望者を対象にインターン
を実施し、30名の生徒が参加しました。

　教育機関と川崎臨海部立地企業が連携し、高校生
を対象とした「働く」ことについて学ぶプログラム
を実施し、次世代を担う子どもたちに向けた体験学
習を創出することができました。

　今後も、生徒が「働く」ことについて直接見て
知って体験する機会を創出できるよう、教育機関及
び川崎臨海部立地企業と連携して取組を進めます。

3
臨海部
国際戦
略本部

事業推
進部

☆ 320
市民文化活動支援
事業

■目的・目標：子どもが文化芸術に関心を持ち、興味を持続させる取
組を実施することにより、未来の文化芸術を担う青少年の創造性と豊
かな感性を育成します。

■事業概要：子どもが伝統芸能、演劇などの文化芸術に触れる機会や
参加する機会を提供します。

　伝統芸能体験事業（夏休み能楽体験教室：参加者
１０８名、こども狂言教室：参加者１１名）、生け
花等の展覧会「花展」（出展者２５名）、浮世絵
ギャラリーにて「夏休み 親子で楽しむ 浮世絵講
座」（小学校高学年の児童と保護者1３組３１名）
を実施、川崎・しんゆり芸術祭では、「ベイビーシ
アターKUUKI（保護者含む参加者９６名）、「子供
のための音楽ショータイム」（保護者含む参加者３
５３名）を実施し、子どもの文化芸術活動への参加
の機会を提供しました。

　文化芸能に触れ、体験できる事業に、多くの親子
や子どもの参加があったことで、子どもが日本の文
化の歴史を知るきっかけとなるとともに、文化芸術
に関心を持たせることができ、未来の文化芸術を担
う青少年の創造性と豊かな感性の育成につながりま
した。

　より多くの子どもが、文化芸術に関心を持ち、興
味を継続させる取組が実施できるように、引き続き
大人と子どもがともに体験しながら、文化芸術に触
れられる機会や参加できる機会を提供していく必要
があります。

3
市民文
化局

市民文
化振興
室

㊱ 　地域において、
文化、スポーツな
ど、さまざまな社
会体験ができるよ
うに、各種子ども
教室や施設見学、
市内をフィールド
にしたワーク
ショップ等の子ど
も向け事業を実施
し、子どもが活動
に参加することを
支援します。

施策の方向Ⅳ
子どもの参加

　さまざまな
場において子
どもの意見を
聴き、こど

もヶ自主的・
自発的に、ど
こでも、何に
対しても参加
できるよう支
援します。

２９条（17）子どもの参加の
促進

　子どもが市政等につ
いて意見を表明する機
会や、育ち・学ぶ施設
や地域での活動に参加
する機会等、子どもの
参加を支援します。



第７次川崎市子どもの権利に関する行動計画　令和５年度進捗状況報告書
施策の方向Ⅳ　子どもの参加（条例第４章）

令和５年度の達成度（１～５の５段階評価で入力）
１：目標を大きく上回って達成　２：目標を上回って達成　３：ほぼ目標どおり　４：目標を下回った　５：目標を大きく下回った

施策の方向 推進施策
該当
する
条文

重点
的

取組
№ 再掲 事業名 事業概要等 令和5年度実施状況 令和５年度の成果 令和５年度の課題

令和５年
の達成度

所管局 所管課計画期間の取組内容

☆ 322
アートセンター管
理運営事業

■目的・目標：子どもが文化芸術に関心を持ち、興味を持続させる取
組を実施することにより、未来の文化芸術を担う青少年の創造性と豊
かな感性を育成します。

■事業概要：子どもを対象に夏休みと春休みに演劇や、アニメーショ
ンやピンホールカメラ、映画制作、映画音楽制作、無声映画活弁など
のワークショップを実施

　地域の小学生等を対象として、演出家指導により
演劇や映像の制作を体験する「夏休みワークショッ
プ・フェスティバル」を開催しました（参加延べ人
数215名）。また、映画の制作等を体験する「春休
みシネマわくわくワークショップ」を実施しました
（参加延べ人数110名）。

　ミュージカル体験や映像にしたしみながら理解を
深めるワークショップの実施により、子どもの文化
芸術活動の参加の機会を提供することができまし
た。

　より多くの子どもが、文化芸術に関心を持ち、興
味を継続させる取組が実施できるように、引き続き
文化芸術に触れられる機会や参加できる機会を提供
していく必要があります。

3
市民文
化局

市民文
化振興
室

☆ 323
映像のまち・かわ
さき推進事業

■目的・目標：子どもが文化芸術に関心を持ち、興味を持続させる取
組を実施することにより、未来の文化芸術を担う青少年の創造性と豊
かな感性を育成します。

■事業概要：「映像のまち・かわさき」推進フォーラムによる映像制
作体験の講師派遣、KAWASAKIしんゆり映画祭による野外上映会や
ジュニア映像制作ワークショップの実施

　「映像のまち・かわさき」推進フォーラムから小
学校を対象にGIGAスクール構想により導入された
端末を活用した映像制作体験授業の講師を派遣する
とともに、地域の寺子屋でワークショップ等を実施
島した（参加641名）。
　KAWASAKIしんゆり映画祭では、川崎市立王禅
寺中央中学校校庭にて「シチリアを征服したクマ王
国の物語」の野外上映会を開催しました（参加294
名）。また、中学生を対象としたジュニア映画制作
ワークショップを実施しました（参加15名）。

　小中学生を対象とした上映会・ワークショップの
実施により、子どもの文化芸術活動の参加の機会を
提供することができました。

　より多くの子どもが、文化芸術に関心を持ち、興
味を継続させる取組が実施できるように、引き続き
文化芸術に触れられる機会や参加できる機会を提供
していく必要があります。

3
市民文
化局

市民文
化振興
室

☆ 324 夏休み計量教室

■目的・目標：計量知識の普及と正確計量に対する意識の啓発を図る
ための計量教室を実施します。

■事業概要：将来を担う市内の小学生（４～6年生）及びその保護者
を対象に、はかりの工作と作ったはかりを使って実際に計量・計測を
行う夏休み親子計量教室を実施します。

　「夏休み親子計量教室」を川崎市地方卸売市場南
部市場で実施した。前半は、市場内見学で水産・青
果・花きの３部門での流通の話、－35度の冷凍庫体
験等、普段経験することのない学習ができました。
後半は市場の会議室ではかりの工作に取り組み実際
に計量・計測を行いました。参加人数は児童13名、
保護者12名、計25名の参加がありました。

　令和５年度は開催会場の指定管理者と場内事業者
の協力を得て、前目的・目標に掲げたとおり計量知
識の普及と啓発を図るとともに、施設見学やはかり
の工作を通じ、子ども等が自ら参加し学ぶことので
きる事業を実施しました。
　 計量教室は参加者が適正計量の重要性について理
解を深めることができる企画として実施しました。

　過年度の「夏休み親子計量教室」は市内の適正計
量管理事業所の協力を得て、事業所内の見学、会議
室を利用させてもらい実施しており、親子５０組程
度の参加者を見込める施設でしたが、令和5年度か
ら当該業者の都合により会場を変更することにな
り、代替施設として南部市場で実施しました。会議
室の収容規模の都合で親子18組36名での実施でし
た。市政だよりでの不掲載が影響し、参加人数は児
童13名、保護者12名、計25名の参加に留まってし
まいました。広報の在り方、参加人数を増やす取組
を検討する必要があります。

3
経済労
働局

消費者
行政セ
ンター

☆ 325
若者向け消費者教
育推進に関する事
業

■目的・目標：消費生活に関する講座や啓発物等を通じて、消費者教
育を推進し、若者の消費者被害の未然防止を図ります。

■事業概要：小学生及び中学生を対象とした親子向け消費者教育講座
を実施します。また、若年層に向けた啓発物を作製・配布すること
で、消費者トラブルの注意喚起を行います。

　消費者市民社会の普及啓発のための「親子向け消
費者教育講座」を川崎日航ホテル及び川崎市総合自
治会館で計３回実施しました。当日は、計79組
167名の親子が参加し、消費者行政センター発行の
若者向けリーフレットや啓発グッズを配布し、当セ
ンターの役割等を周知できる良い機会となりまし
た。
　また、市内中学3年生約9,900人に中学生向け
リーフレット「かしこい消費者になろう」を配布し
たほか、冊子「学生版消費生活安心ガイド」を市内
全中学校に1クラス1冊ずつ配布しました。

　消費者市民社会の普及啓発のための「親子向け消
費者教育講座」については、地元の企業と協力する
等企画内容を工夫し、多くの親子の参加につながり
ました。
　また、中学生向けに冊子等を配布したことで、消
費者トラブルの注意喚起につながりました。

　令和７年度で財源とする交付金が終了するため、
交付金終了後の継続方法等引き続き検討する必要が
あります。

3
経済労
働局

消費者
行政セ
ンター

☆ 326 親子市場体験教室

■目的・目標：川崎市卸売市場経営プランに基づく市場活性化事業と
して、小学生とその保護者を対象に、卸売市場の役割等について関心
と理解を深めるための事業を実施します。

■事業概要：市場内見学と場内業者による食育・花育体験教室を行
い、卸売市場の役割等を学びます。また併せて市場のPRと消費拡大を
図ります。

　小学生とその保護者を対象に、卸売市場の役割等
について関心と理解を深めてもらうため、フラワー
アレンジメントと市場見学を組み合わせた「おやこ
花育教室」を４回（述べ197人参加）、食育講座に
ついては、青果に関するクイズや実験を盛り込んだ
講座や市場見学を組み合せた「おやこ食育講座」を
１回（23人参加）開催しました。
　その他に水産物の消費拡大に向けた農林水産省の
取組である「さかなの日」をPRするため、新たに
６・８・１１・３月に計４回イベントを実施し、レ
シピ紹介や鮮魚の展示や解体実演などの企画を実施
しました。

　「おやこ花育教室」のフラワーアレンジメントで
は子どもの創作意欲が出せるような内容や花の模擬
せり体験を企画した他、「おやこ食育講座」では市
場見学や実験を通して子どもが楽しめる内容を盛り
込むことで、多くの親子をはじめとした市場への来
場者に市場に関する興味を高めることができまし
た。

　引き続きこどもたちが卸売市場を身近に感じても
らうための学習の機会を提供するための企画をつく
り、小学生やその保護者への周知を幅広く行い、よ
り多くの関心と理解を深めることを目指します。

3
経済労
働局

中央卸
売市場
北部市
場
業務課

市民文
化振興
室

　子ども達が音楽と関わる機会を提供し続け、他者
とのコミュニケーションの場として多様なコミュニ
ティプログラムを実施しました。
【小学校高学年対象】ジュニア・プロデューサー
（市内小学校４～６年生：９名）一般公募で集まっ
たジュニアプロデューサーがコンサート当日まで仲
間とアイディアを出し合い、ミューザの日にてコン
サートを開催しました。
【中学・高校生対象】リトルミューザ（６名）過去
にジュニアプロデューサーに参加した経験者（ 中・
高校生）を対象に「リトルミューザ」を開催し、こ
れまでのコミュニティ・プログラムを振り返り、今
後のプログラムやミューザの教育プログラムについ
てのまとめや意見交換を行いました。
職業体験：中学生を対象に行いました。（４中学
校、計１９名）
【中学生以上～若年層対象】〇創発プログラム（年
４回開催、参加者数：５・１０・１２月：計２２
名、３月：２名）川崎市内の中学校・高校と連携
し、コンサート鑑賞＋ワークショップの２本立て事
業を展開。中学生以上の若年層へのホール来訪の機
会となりました。
【未就学児～対象】こどもフェスタ春・「おはなし
オルガン」「パイプオルガンコンサート＆照明
ショー」（５月５日）：６９２名・「音のワーク
ショップ」（５月５日）：１３名
ミューザの日（７月１日）１０，６１９名（ウェル
カム・コンサート含む）
フェスタサマーミューザ「イッツ・ア・ピアノワー

　新型コロナウイルス感染症が５類に移行したこと
により、多くの子ども達に、コロナ禍前と同程度以
上の音楽活動への参加機会の提供することができま
した。
　また、家族連れが参加できるイベントやコンサー
トを実施し、チケット代金に家族割引やU25割引を
設定したことにより、より気軽に、多くの子ども達
が音楽を楽しむことができるようになりました。

　引続き、子ども達に対し、音楽と関わる機会や、
他者とのコミュニケーションの場として多様なコ
ミュニティプログラムを提供していく必要がありま
す。

3
市民文
化局

☆ 321
川崎シンフォニー
ホール管理運営事
業

■目的・目標：ミューザ川崎シンフォニーホールでは、世界水準の良
質な魅力ある公演を実施し、市内外に音楽を通して川崎市のイメージ
アップを図り、活力とうるおいのある地域社会づくりを目指していま
す。

■事業概要：子ども達が音楽と関わる機会を提供します。

㊱ 　地域において、
文化、スポーツな
ど、さまざまな社
会体験ができるよ
うに、各種子ども
教室や施設見学、
市内をフィールド
にしたワーク
ショップ等の子ど
も向け事業を実施
し、子どもが活動
に参加することを
支援します。

２９条施策の方向Ⅳ
子どもの参加

　さまざまな
場において子
どもの意見を
聴き、こど
もヶ自主的・
自発的に、ど
こでも、何に
対しても参加
できるよう支
援します。

（17）子どもの参加の
促進

　子どもが市政等につ
いて意見を表明する機
会や、育ち・学ぶ施設
や地域での活動に参加
する機会等、子どもの
参加を支援します。
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令和５年
の達成度

所管局 所管課計画期間の取組内容

☆ 327
夏休みものづくり
体験教室

■目的・目標：夏休みを利用して子どもたちに自らものづくりの楽し
さを実感してもらうための場を提供します。

■事業概要：川崎市の技能職者の拠点である川崎市生活文化会館（て
くのかわさき）において、子どもたちがものづくりの楽しさを体験
し、手作り製品の素晴らしさや自ら手を動かしてものを形作る重要性
を学びます。

　令和５年度は子どもたちがものづくりの楽しさを
体験できる「ものづくり体験教室」を８月に４回、
１０月に３回開催しました。

　令和５年度は合計７回開催し、合計207名が参加
しました。親子でのものづくり体験をとおして、子
どもたちに技術・技能職や、ものづくりの魅力を体
験する機会を設けることができました。

　今後も様々な技術・技能に関する体験教室を行う
ため、体験教室を行っていただける講師の発掘が課
題となります。

3
経済労
働局

労働雇
用部

☆ 328
生田緑地の発生材
を使ったワーク
ショップ

■目的・目標：生田緑地の自然を身近に感じてもらうことにより、生
田緑地の自然環境を保全し、次世代につなぐ意識を醸成します。
■事業概要：生田緑地の維持管理作業で発生する竹を使い、竹風鈴等
を作成するワークショップを実施します。また、生田緑地の竹林や放
置竹林の問題等の解説も行います。

　主に小学生程度の子どもを対象とした次の講座・
ワークショップを実施しました。
近隣大学の学生との協働により、生田緑地内で除伐
された竹やササを使ってペン立てづくりのワーク
ショップを実施しました。
　市立高校の生徒との協働により、生田緑地内に生
息する、人間の都合により駆除されてしまう外来生
物等に関する講座とこれらの植物等をアート作品に
生まれ変わらせるワークショップを実施しました。

　各ワークショップの実施に当たっては、単に楽し
むだけではなく、放置竹林の問題や、ナラ枯れや外
来生物等の生田緑地の自然に関する解説等を取り入
れることで、生田緑地の貴重な自然を守り育てる意
識の醸成にもつながるものとなりました。また、
ワークショップを開催する側の学生たちも実際に緑
地内のササ刈り等のボランティア作業を行ったり、
レクチャーを受ける等して、生田緑地の自然に関す
る知識を深めました。

　ワークショップの実施等により実際に自然に触れ
て楽しみながら、生田緑地の自然に興味を持ち、生
田緑地の自然環境を保全し、次世代につなぐ意識の
醸成につなげていく必要があります。

3
建設緑
政局

生田緑
地整備
事務所

☆ 329
「生き物を持ち出
さない」ルール啓
発

■目的・目標：生田緑地の自然環境を保全し、次世代につなぐ意識を
醸成します。
■事業概要：主として夏季に、虫取りをしている親子に対して、さま
ざまなツールにより生田緑地の「生き物を持ち出さない」というルー
ルの周知を目的とした啓発活動を行います。

　動植物を持ち出さない・持ち込まないのルールの
啓発のため、オリジナルキャラクターを作成し、広
報に活用しました。

　動植物を持ち出さない・持ち込まないのルールの
啓発のため、オリジナルキャラクターを作成し、向
ケ丘遊園駅構内掲示や各種広報媒体への使用や塗り
絵体験、イベントでのフォトスポットの設置等を
行ったほか、オリジナルソングを作り、さらに近隣
大学の学生に振り付けの考案を依頼し、大規模イベ
ントで発表したほか、動画を作成しました。

　生田緑地の自然環境を保全し、次世代につないで
いくため、生田緑地の自然環境を守るためのルール
について、啓発を継続していく必要があります。

3
建設緑
政局

生田緑
地整備
事務所

☆ 330 どろんこ教室

■目的・目標：生田緑地の自然を守る将来の担い手となる子どもたち
に、生田緑地の自然を身近に感じることができる場を提供します。
■事業概要：市民活動団体との協働により、田植え、草取り作業、野
菜の収穫体験、ホタルの餌となるカワニナの放流等の里山体験を行い
ます。

　市民活動団体との協働により、タケノコ除伐、田
植え、草取り作業、野菜の植え付け・収穫等の里山
体験を行いました。

　生田緑地の自然を守る将来の担い手となる子ども
たちに、楽しみながら生田緑地の自然を身近に感じ
ることができる場を提供しました。

　今後も里山体験等を通じて、子どもたちの生田緑
地の自然を守り育てる意識を醸成していく必要があ
ります。

3
建設緑
政局

生田緑
地整備
事務所

☆ 331
青少年フェスティ
バル

■目的・目標：青少年自身が企画から運営まで主体的に関わるイベン
トの実施を通じて、青少年の社会参加を促進するとともに、青少年が
社会参加を通じた達成感や自己有用感を得られるような機会をつく
り、次代の担い手を育成します。

■事業概要：公募または青少年団体から募った16歳から25歳くらい
までの青少年が中心となり、約7か月かけて、例年３月に開催する子
ども向けのふれあい体験イベントの企画から当日の運営までを行いま
す。

　青少年フェスティバル実行委員は、15歳から20
歳までの若者18名から応募がありました。実行委員
会を12回開催し、その他青少年団体の指導者を交え
た会議や9日間の直前作業を行い、イベントの企
画・準備を行いました。
　前日・当日の運営を支える公募の青少年ボラン
ティアには20名の応募があり、青少年団体からも、
青少年54名、大人88名の運営協力がありました。
　多くの協力をいただきながら、青少年が企画から
運営まで中心となって活動することで、青少年の社
会参加を促進するとともに、青少年が社会参加を通
じた達成感や自己有用感を得られるような機会をつ
くることができました。

　昨年度（956人）よりも参加者数を増加（令和５
年度1,456人）させてイベントを開催することがで
き、多くの青少年たちに社会参加の場を提供するこ
とができました。

　今後は、実行委員募集のために積極的な広報を展
開するとともに、社会状況等を見据えながら、イベ
ントの実施方法やその内容等を模索し、引き続き青
少年が達成感や自己有用感を得られるような事業に
していく必要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

☆ 332

緑のボランティア
センター事業（子
どもに関わる事
業）

■目的・目標：子どもたちに緑や自然を体験できる機会を通して、次
世代の緑のパートナーの核となる人材を育成します。

■事業概要：親子で楽しむ自然体験教室（こども黄緑クラブ）を開催
します。自然の中で思いっきり体を動かし、豊かなふるさと川崎を体
感します（春の草花遊び、セミの羽化観察会など）。小学生から大学
生までを対象とした、「夏休み福祉・チャレンジボランティア体験学
習」を開催します。公園の手入れと花がら摘みなどのボランティア活
動を体験します。

　令和５年度のこども黄緑クラブは、自然体験イベ
ントとして「セミのぬけがら調査＆標本計画」「生
き物観察会」、「しいたけ原木伐り出し」等のコー
スを計12回開催（内3回雨天中止）し、親子で計
156名の参加がありました。
　自然体験イベントを通し、自然の中で体を動か
し、豊かなふるさと川崎を体感する機会を提供しま
した。

　保護者含め156人程度と参加してもらえました。
（前年度比89％）子どもたちに緑や自然を体験でき
る機会を提供するという当初の目標を果たしており
ます。季節に合わせたメニューとするとともに、幼
児向けの回なども設定しています。緑化推進・普及
啓発事業等を広報する媒体として広報誌・チラシ・
パンフレット・タウン紙等の発行からフェイスブッ
クやホームページの活用まで幅広い広報活動を展開
し周知することにより、地域の緑化と市民の緑化意
識の高揚を図るとともに、花と緑あふれる潤いのあ
る街づくりに努めています。

　12回のうち３回が雨天中止になり参加者が減少し
ました。
　緑のボランティアセンター事業を行う川崎市公園
緑地協会が等々力陸上競技場管理業務から撤退した
ことに伴い、川崎フロンターレや等々力緑地の開場
情報など施設に関する情報等を削除したため、広報
活動を行うホームページ全体のアクセス数減少に繋
がりました。

3
建設緑
政局

みど
り・多
摩川協
働推進
課

☆ 333

竹あんどんづくり
（地元の竹を使っ
て竹あんどんをつ
くろう！）

■目的・目標：里山の体験・利活用イベントを通じて、持続的な里地
里山の保全、再生、活用を推進します。

■事業概要：麻生区黒川地域の緑地の竹を活用し、地元小・中学生と
ともに、竹行燈づくりを実施します。黒川地域の緑地保全管理で伐採
した竹材の活用（地場材の活用）、竹行燈づくりによる地元の子ども
との交流（地域交流）、及び竹行燈を使った地域の魅力づくり（竹行
燈を使った地域の魅力づくり）を実施します。

　同時期に同様のイベントを別途団体が企画してお
り、団体の負担が大きくなることから、団体の意向
により実施しませんでした。

　同時期に同様のイベントを別途団体が企画してお
り、団体の負担が大きくなることから、団体の意向
により実施しませんでした。

　団体の人手不足や竹林の整備状況から十分な竹が
得られないことや、竹の保全のため、イベントを廃
止しました。

3
建設緑
政局

みど
り・多
摩川協
働推進
課

☆ 334
多摩川水辺の楽校
シンポジウム

■目的・目標：川崎市新多摩川プラン等に基づき、「憩い」、「遊
び」、「学ぶ」多摩川のフィールドにおいて、水辺の楽校を中心とし
た学習や環境活動を通じて得られた自然的・文化的資源を子どもの目
線から情報発信し、新たな資源の発掘と再認識の場とします。さら
に、多摩川流域における水辺の楽校のネットワークを強化します。

■事業概要：市内３校の水辺の楽校が実施している環境学習やイベン
トを通して多摩川の魅力や学んだことを子どもが中心となって発表し
ます。

　1年間の活動のまとめである「多摩川水辺の楽校
シンポジウムかわさき」は、2月18日に川崎市総合
自治会館にて会場開催しました。多摩川に関する講
演や、多摩川での体験活動の報告を写真や絵を見せ
ながら発表したり、多摩川の自然を体感できるワー
クショップを実施しました。２００名の参加者が多
様な多摩川の魅力を認識する機会を設けることがで
きました。

　保護者等含め２００名程度と昨年度より多くの人
に参加してもらえました（前年度比３５％増）。開
催場所を昨年度のカルッツかわさきからアクセスの
よい川崎市総合自治会館に変えたこと、「カワスイ
川崎水族館」に協力してもらい、講演や工作を行っ
てもらうなど、昨年度とは異なる内容で興味を持っ
てもらえました。毎年、体験活動の取組発表の場と
して継続的に実施することにより、多摩川では楽し
く遊べ、学べる場があるという認識を高められたこ
とに加え、発表の場として子どもの活動意欲を醸成
することができました。

　子どもたちに興味を持って参加してもらえるよう
な内容を検討し、効果的な広報を行います。 3

建設緑
政局

みど
り・多
摩川協
働推進
課

施策の方向Ⅳ
子どもの参加

　さまざまな
場において子
どもの意見を
聴き、こど
もヶ自主的・
自発的に、ど
こでも、何に
対しても参加
できるよう支
援します。

㊱ 　地域において、
文化、スポーツな
ど、さまざまな社
会体験ができるよ
うに、各種子ども
教室や施設見学、
市内をフィールド
にしたワーク
ショップ等の子ど
も向け事業を実施
し、子どもが活動
に参加することを
支援します。

２９条（17）子どもの参加の
促進

　子どもが市政等につ
いて意見を表明する機
会や、育ち・学ぶ施設
や地域での活動に参加
する機会等、子どもの
参加を支援します。
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☆ 335 水たまキッズ

■目的・目標：川崎市新多摩川プランの遊び・学ぶ場の新たな創出に
向けて、多摩川に触れる機会や体験イベントの場を通じて、多摩川の
自然環境の豊かさや保全の重要性の理解へとつなげ、継続的に事業に
取り組むことを目的とします。

■事業概要：小学校５年生の８名を「水たまキッズ」と認定し、多摩
川における体験活動の４回に加えて、体験活動で得られた多摩川の知
識に基づいてまとめと発表を行う４回の活動を行うことにより、多摩
川への興味・関心を深めます。

　小学校５年生の８名を「水たまキッズ」と認定
し、福生市での上流体験、中原区での安全教室やガ
サガサ、川崎区でのハゼ釣り教室や干潟観察会等年
８回の活動を行い、得られた多摩川の知識に基づい
てまとめと発表の活動を行うことにより、子どもた
ちの多摩川への興味・関心を深めました。

　昨年度より体験学習を増やしたことからか、８名
全員が最後まで意欲的に活動に参加してもらうこと
ができました。今年度は多摩川を楽しんでもらう体
験活動だけでなく、干潟でのごみ観察なども行い環
境問題も意識して活動に取り組んでもらうことがで
きました。

　更に充実したプログラムになるよう検討します。 3
建設緑
政局

みど
り・多
摩川協
働推進
課

☆ 336 みんなが消防士

■目的・目標：子どもたちに「防火の大切さ」を学んでもらい、子ど
もによる不適切な火の取扱い等が原因となる火災の発生を防止すると
ともに、消防の仕事への理解を深め、将来、郷土愛を持った地域にお
ける火災予防リーダーとして活躍できるような子どもたちを多く育て
ることを目的としています。

■事業概要：小学３年生を対象に、小学校に消防職員が出向き、１時
限程度の授業を実施します。

　市内小学校に依頼し、１３，４２１人の生徒が参
加し、火災の発生状況、車両及び資器材の紹介及び
消防団の活動内容等を伝え、地域一体となった火災
予防体制の重要性を学びました。

　みんなが消防士事業をとおして、子どもたちに
「防火の大切さ」を学んでもらい、子どもによる不
適切な火の取扱い等が原因となる火災の発生防止を
学びました。

　引き続き、子どもたちに「防火の大切さ」を学ん
でもらうために、関係機関等との更なる連携が必要
です。

3 消防局
総務部
庶務課

☆ 337 少年消防クラブ

■目的・目標：子どもの火遊び防止と、将来、規律正しい立派な社会
人として家庭及び地域において良き防災の推進者として活動すること
を目的としています。

■事業概要：市内８地区の少年消防クラブが、年間活動を通じて、防
火及び火の取扱い等を学びます。

　１９８人（男子１１６人・女子８２人）の少年消
防クラブ員が、消火器の取り扱い及び放水体験や礼
式等を学びました。

　少年消防クラブ活動をとおして、消火器の取り扱
い及び放水体験や礼式等を通じて、地域防災活動を
学びました。

　引き続き、効果的な広報活動を行い、少年消防ク
ラブ員を増やす取組が必要です。 3 消防局

総務部
庶務課

☆ 338
大学との連携によ
る体験学習

■目的・目標：区内及び隣接する大学等の資源を活かし、親と子が楽
しんで過ごす機会を提供し、子どもの健全な発達・発育を促進しま
す。

■事業概要：「麻生区・大学　公学協働ネットワーク」（仮）を活用
した大学との連携を通して、小中学生を対象に体験学習等を行いま
す。

　昭和音楽大学との連携では学生の企画によるコン
サートとリトミック、和光大学との連携では地域資
源を活用した体験学習、映画大学との連携では大学
生と参加者が協力して映画づくりを行う体験学習、
玉川大学との連携では大学施設を利用した親子体験
学習を実施しました。

　事業を通し、地域資源について学び、活動に参加
する機会を提供することができました。

　今後も地域課題の抽出を行い、それに合った連携
事業を検討した上で、大学の専門性を活かした事業
の実施を検討します。

3
麻生区
役所

地域ケ
ア推進
課

☆ 339
川崎市小学生下水
道作品コンクール

■目的・目標：日常生活に欠くことのできない下水道についての関心
と理解を高めてもらうためコンクールを実施します。

■事業概要：大切な市民財産である下水道について、次世代を担う小
学生が関心と理解を高めることを目的・目標として作品を募集しま
す。小学生を対象として絵画・ポスター、標語等の部門で募集を行
い、低学年・中学年・高学年の部門からそれぞれ特選1点・準特選２
点・入賞を５点選出し、表彰します。

　５月下旬から７月上旬にかけて作品を募集したと
ころ、１，７８６点（応募学校数：小学校９９校）
の応募があり、８月の審査会において入賞作品４９
点を選出しました。各部門において入賞した小学生
を対象に表彰状や入賞作品集、記念品を贈呈し応募
者全員に参加主の記念品を贈呈しました。

　小学生に対し下水道をテーマにした絵画・ポス
ター、標語の作品募集を行い、絵画・ポスター部門
の応募作品においては、等々力水処理センター高度
処理施設の工事用仮囲いに掲示し、入賞作品におい
てはアゼリア広報コーナーにて展示するなどして、
下水道への関心・理解を促すことができました。

　入賞作品をより広く周知できるよう、作品の展示
方法等についてさらに検討を進める必要がありま
す。

3
上下水
道局

サービ
ス推進
課

☆ 340
水道週間川崎市小
学生作品コンクー
ル

■目的・目標：水は「限りあるもの」ということを、作品の応募を通
じて次世代を担う小学生に考えてもらうためコンクールを実施しま
す。

■事業概要：水は「限りあるもの」ということを、作品の応募を通じ
て次世代を担う小学生に考えてもらうため、作品コンクールを毎年実
施します。小学生を対象として絵画・ポスター、標語等の部門で募集
を行い、低学年・中学年・高学年の部門からそれぞれ特選1点・準特
選２点・入賞を５点選出し、表彰します。

　９月に作品を募集したところ、
１，５３３点（応募学校数：小学校９５校）
の応募があり、１０月の審査会において入賞作品４
８点を選出しました。各部門において入賞した小学
生を対象に表彰状や入賞作品集、記念品を贈呈し応
募者全員に参加証の記念品を贈呈しました。

　小学生に対し下水道をテーマにした絵画・ポス
ター、標語の作品募集を行い、絵画・ポスター部門
の応募作品においては、等々力水処理センター高度
処理施設の工事用仮囲いに掲示し、入賞作品におい
てはアゼリア広報コーナーにて展示するなどして、
下水道への関心・理解を促すことができました。

　入賞作品をより広く周知できるよう、作品の展示
方法等についてさらに検討を進める必要がありま
す。

3
上下水
道局

サービ
ス推進
課

☆ 341 市議会広報事業

■目的・目標：市民に開かれた議会を目指し、子ども・若者の議会に
対する関心や理解を深めることにより、多様な人材の参画につなげる
ことを目標とします。

■事業概要：小学４～６年生を対象に夏休みに議場を見学し、正副議
長に質問できるイベント、高校生を対象に議会や身近な課題等につい
て議員と一緒に考えるイベントを実施します。

　夏休み期間に「夏休みこども議場見学会」を開催
し、親子26組の参加があり、整備中の新議場や新庁
舎の見学や、正副議長への質問タイムなどを行いま
した。また12月に「高校生と川崎市議会議員の意見
交換会」を開催し、小グループに分けた高校生32人
と議員の間で日頃から感じる身近な疑問やまちづく
りへの想いなどについて、参加生徒にそれぞれ議員
２人が入るテーブルを用意し、意見交換を行いまし
た。

　各イベントを通じて、市議会や市政についての理
解を深める機会を提供することができました。

　夏休みこども議場見学会については、次年度に初
めて新本庁舎で開催となるため開催内容について再
検討する必要があります。高校生と川崎市議会議員
の意見交換会では当日とったアンケートで「意見交
換の時間が短かった」という声が多く寄せられたこ
とから、当日のスケジュールの時間配分について見
直す必要があります。

3 議会局
広報・
報道担
当

☆ 342
川崎ワカモノ未来
ＰＲＯＪＥＣＴ

■目的・目標：若者の社会・地域参加のきっかけを作ることで、地域
への関心の高まりや愛着・誇りの醸成へとつなげます。

■事業概要：川崎市をフィールドに、自分の身の回りや地域、社会の
未来づくりにチャレンジしたい高校生を対象としたプロジェクト。コ
ンセプトを、「高校生が主役になれる街」として、川崎市の高校生、
川崎市に関心がある高校生やまちづくりに興味がある高校生が集まっ
て、「川崎市」を高校生ならではの視点でプロジェクトを考え、実施
し成果発表会までを延べ３か月間で実施します。

　川崎市在住、在学等の高校生が、地域課題を解決
するアイデアを出す参加型イベント「川崎ワカモノ
未来ＰＲＯＪＥＣＴ」を実施し、２３人が参加しま
した。

　若者が同プロジェクトを通じて、自己実現しなが
ら地域に参加する機会を提供することができまし
た。

　今後はより、地域の大学生や担い手等、多様な主
体と連携しながら持続可能な地域となるようプロ
ジェクトを進めていきます。

3
市民文
化局

協働・
連携推
進課

（17）子どもの参加の
促進

　子どもが市政等につ
いて意見を表明する機
会や、育ち・学ぶ施設
や地域での活動に参加
する機会等、子どもの
参加を支援します。

施策の方向Ⅳ
子どもの参加

　さまざまな
場において子
どもの意見を
聴き、こど
もヶ自主的・
自発的に、ど
こでも、何に
対しても参加
できるよう支
援します。

　地域において、
文化、スポーツな
ど、さまざまな社
会体験ができるよ
うに、各種子ども
教室や施設見学、
市内をフィールド
にしたワーク
ショップ等の子ど
も向け事業を実施
し、子どもが活動
に参加することを
支援します。

㊱ ２９条



第７次川崎市子どもの権利に関する行動計画　令和５年度進捗状況報告書
施策の方向Ⅳ　子どもの参加（条例第４章）

令和５年度の達成度（１～５の５段階評価で入力）
１：目標を大きく上回って達成　２：目標を上回って達成　３：ほぼ目標どおり　４：目標を下回った　５：目標を大きく下回った
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的
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の達成度

所管局 所管課計画期間の取組内容

☆ 343 統計キッズページ

■目的・目標：子どもが統計について関心と理解を深めるために分か
りやすく説明します。

■事業概要：統計の普及啓発を目的とし、子どもが統計の意義や必要
性について理解を深めることを支援します。

　昨年度に引き続き、川崎市統計書、川崎市統計
データブック及び大都市比較統計年表を基に作成し
た主要統計のグラフについて最新の情報に更新し、
子どもにとって分かりやすい内容を掲載しました。

　新たに公表した報告書等をもとに最新の情報に更
新することで、毎年最新の情報を子ども達に提供す
ることができました。

　川崎市の統計データに関して、子ども達に興味を
もってもらえるように分かりやすいグラフ作りや専
門的な統計用語を子ども向けに分かりやすい言葉に
置き換えるなど工夫を引き続き継続していくことを
課題としています。

3
総務企
画局

統計情
報課

☆ 344
自治基本条例キッ
ズページ

■目的・目標：自治基本条例の理念等の広報・普及啓発を行います。

■事業概要：川崎市自治基本条例について子どもが分かりやすく学べ
るように子ども向けのホームページの運営を行います。

　ホームページを通じ情報提供を行いました。
ホームページを通じ、子どもたちに自治基本条例に
ついて周知を行うことができました。

　川崎市自治基本条例について子どもが分かりやす
く学べるように、ホームページで子ども向けページ
を作成し、情報提供を行っています。
　今後は、より理解・関心が得られるよう、情報提
供の手法等にさらなる工夫が求められます。

3
市民文
化局

協働・
連携推
進課

☆ 345
かわさきしこども
ページ

■目的・目標：子どもの権利条例や市内の子ども向けイベントについ
て川崎市ホームページ上に掲載し、子どもの安心・安全な生活や社会
参加を支援するために事業を実施します。

■事業概要：子どもにわかりやすい表現で、条例についてやイベン
ト、相談窓口の情報などを川崎市ホームページ上で発信することで、
子どもがより安心で豊かに生活し、社会に参加するきっかけとなるよ
う支援します。

　夏、秋・冬、春の３回に分けて、子どもが参加で
きるイベント情報を、庁内各部署からの依頼により
掲載しました。
　各施設や相談機関等の紹介については、リンクの
追加修正などを随時行いました。
　令和５年3月18日からは、ホームページリニュー
アルに伴い、子どもの意見を取り入れた新しいペー
ジを作成しました。

子どもが参加できるイベント情報を、庁内各部署か
らの依頼により掲載したことにより、子どもの社会
参加の促進につながりました。
　ホームページリニューアルに伴い、子ども会議の
協力の下、子どもの意見を取り入れ、より使いやす
く親しみやすいホームページを作成できました。

　新しいこどもページを活用してもらうため、情報
の更新や修正を随時行い、子どもが安心して利用で
きるように努めます。

3
こども
未来局

青少年
支援室

☆ 346
こども文化セン
ターだより等

■目的・目標：子どもたちの意見や子どもたちが企画した行事を広報
することで、子どもたちの事業への参画を促進します。

■事業概要：子ども運営会議等での意見表明や子どもたちが企画した
行事を、こども文化センターだより、ホームページ等により広報し、
子どもの事業への参画を促進します。

　幼児と保護者が気軽に利用できる遊び場として、
また、子育て親子の交流の場として、こども文化セ
ンターを提供し、地域における子育て支援を行うと
ともに、子育て相談等において子どもの権利につい
て啓発を行いました。

　子育て親子を対象とした行事を多く企画・実施す
るとともに、子育て親子が気軽に利用できる交流の
場としての環境づくりがなされました。

　子育て親子が安心して過ごせる居場所として、多
くの子育て親子の声や意見を反映させた環境づくり
を継続していく必要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

☆ 347 港のこどもぺーじ

■目的・目標：子どもに対して港に関する知識と理解を深めてもらい
ます。

■事業概要：本市ホームページの港湾局に関する「こどもページ」に
おいて、子どもに分かりやすい表現で、港の役割、仕事、施設、遊び
場や出入りする船舶等について紹介するコンテンツを作成し公開しま
す。

　港湾局の情報をわかりやすく提供する子ども向け
のページについて、コンテンツのアクセシビリティ
改善の対応（alt属性の修正）、ホームページリ
ニューアルにおける適切な移行、およびリニューア
ル後のページ修正対応等を実施し、適切に運営管理
しました。

　川崎港は京浜工業地帯の中核をなす工業港であ
り、普段の生活の中ではあまり見ることのない特殊
な機械や船舶が稼働しています。本ページで、川崎
港の施設や船舶、機械などの解説をすることで、わ
かりやすく港の仕組みを知ってもらう機会を提供し
ました。
　また、川崎港のコミュニティ施設である川崎マリ
エンには、毎年、社会見学などで多くの小学生をは
じめとした子どもたちが来所しており、実際に見た
川崎港の施設や船舶の役割等を補足するためのツー
ルとしても本ページを利用してもらうことができま
した。

　一般的に馴染みのない機械や施設が多いことか
ら、誰にとっても分かりやすいウェブページになる
よう適宜更新していきます。
　また、コンテンツによってふりがなの対応が異な
るページがあることから、見直しを行い、対応につ
いて検討します。

3 港湾局 庶務課

☆ 348
さいわいこども
ページ

■目的・目標：子どもたちが幸区に興味を持ち、より豊かに生活でき
るよう区の魅力等を紹介した子ども向けのホームページの運営を行い
ます。

■事業概要：子どもにわかりやすい表現で、区の魅力や概要、歴史な
どを掲載しています。

　より分かりやすいホームページとなるよう、掲載
内容の見直しの検討を行いました。

　ホームページの内容やレイアウトを工夫すること
で、より親しみやすい表現で区の魅力等を発信をす
ることができました。

　分かりやすいこどもページを目指すため、「内容
の充実化」及び「見やすさ」について、引き続き改
善をしていく必要があります。

3
幸区役
所

企画課

☆ 349
たかつくこども
ページ

■目的・目標：子どもが自ら必要な情報を収集できる環境を整えま
す。

■事業概要：子どもが自ら必要な情報が収集できるよう、区のホーム
ページの児童向けページ（こどもページ）に区の概要等を優しい文章
で紹介し、ふりがなを付けて掲載します。

　高津区の情報をわかりやすく提供する子ども向け
のページを適切に運営管理しました。

　高津区の情報をわかりやすく提供しました。

　新CMSに移行し、以前のCMSからあったフリガ
ナや読み上げ機能がより使いやすくなったことか
ら、子どもでもある程度は読みやすいページとなっ
ているといえます。
　CMS機能を活用してサイト全体をユニバーサルな
ものとすることにより、子どものみならず高齢者や
日本語理解に課題を抱える人など幅広い対象者に多
くの情報を効率的に提供できることから、本ページ
を単独で運用していく必要性は薄れてきており、今
後の検討が必要です。

3
高津区
役所

企画課

☆ 350
たまくこどもペー
ジ

■目的・目標：子ども向けに多摩区の施設や区役所の仕事に関する情
報をわかりやすく提供します。

■事業概要：多摩区のホームページからアクセスし、子ども向けに多
摩区の施設や区役所の仕事に関する情報を紹介しています。漢字には
ふりがなをつけるなど、子どもにわかりやすいよう配慮してます。

　多摩区内の施設や区役所の仕事に関する情報の発
信を引き続き行いました。

　多摩区内の公共施設や区役所の様々な仕事に関す
る情報を、わかりやすく発信しました。

　市ホームページと内容が重複している点があるの
で整理を行っていく必要があります。 3

多摩区
役所

学校・
地域連
携担当

☆ 351
あさおくきっず
ページ

■目的・目標：子ども自身が、区役所や区に関する情報などをホーム
ページから収集できるようにします。

■事業概要：子ども自身が必要な情報を得られるよう区役所の仕事や
麻生区に関する情報、相談機関等についての情報を、ホームページ
（あさおくきっずページ）で提供します。

必要な情報をより区民に分かりやすくお伝えする為
に、あさおくきっずぺーじを含めホームページの内
容を現在検討中です。

ホームページを通じて、区役所の施設に関して学ぶ
機会の提供を行いました。

アクセス数向上のため、ホームページの検索機能や
リンク等について今後も検討します。 3

麻生区
役所

地域ケ
ア推進
課

☆ 352
こどものページ
（上下水道局）

■目的・目標：水道や下水道の仕組みについて、子どもにわかりやす
く伝えます。また、上下水道作品コンクールで受賞した作品の紹介を
します。

■事業概要：ウェブサイトにて、上下水道作品コンクールの入賞作品
を掲出しています。また、上下水道のはたらきとしくみを紹介してい
ます。

　令和５年度に開催した第６６回水道週間川崎市小
学生作品コンクール及び第３３回川崎市小学生下水
道作品コンクールの入賞作品９７点をウェブサイト
内にて紹介しました。

　水道、下水道をテーマにした作品コンクールで入
賞した絵画・ポスター、標語をウェブサイト内でに
て紹介することで、上下水道に対する関心・理解を
促すことができました。

上下水道の仕組みを紹介するページは、数年更新し
ていないページもあるので、内容を精査し、更新す
る必要があります。

3
上下水
道局

サービ
ス推進
課

（17）子どもの参加の
促進

　子どもが市政等につ
いて意見を表明する機
会や、育ち・学ぶ施設
や地域での活動に参加
する機会等、子どもの
参加を支援します。

　子どもが育ち・
学ぶ施設や地域で
の活動に自主的に
参加できるよう、
子ども向けのイベ
ント情報や子ども
にわかりやすい表
現による市政情報
及び各区の魅力な
どを市ホームペー
ジ等を通じて提供
します。

㊲施策の方向Ⅳ
子どもの参加

　さまざまな
場において子
どもの意見を
聴き、こど
もヶ自主的・
自発的に、ど
こでも、何に
対しても参加
できるよう支
援します。

２９条



第７次川崎市子どもの権利に関する行動計画　令和５年度進捗状況報告書
施策の方向Ⅳ　子どもの参加（条例第４章）

令和５年度の達成度（１～５の５段階評価で入力）
１：目標を大きく上回って達成　２：目標を上回って達成　３：ほぼ目標どおり　４：目標を下回った　５：目標を大きく下回った

施策の方向 推進施策
該当
する
条文

重点
的

取組
№ 再掲 事業名 事業概要等 令和5年度実施状況 令和５年度の成果 令和５年度の課題

令和５年
の達成度

所管局 所管課計画期間の取組内容

㊲

☆ 353
市バスキッズペー
ジ

■目的・目標：インターネットを利用して、子どもたちに市バス事業
を理解し、関心を持ってもらうために子ども向けのページを作成しま
す。

■事業概要：市バスの種類・働く人・乗り方等について市バスキッズ
ページにて情報提供を行います。

　子どもたちに市バス事業を理解し、関心を持って
もらうため、市バスキッズページにてバスの種類や
バスの乗り方、お得な情報など、市バスに関する情
報提供を行いました。

　バスの種類やバスの乗り方など、市バスに関する
情報提供を行うことにより、子どもたちに市バス事
業を理解し関心を持ってもらうことができました。

　掲載内容や写真の更新を適宜行っていますが、コ
ンテンツを充実させるため、今後、新たな内容を加
えていく必要があると考えます。

3 交通局 管理課

☆ 354
川崎市立図書館こ
どものページ

■目的・目標：子どもたちにとってわかりやすく活用しやすいサイト
を提供し、子どもの読書活動を促進します。

■事業概要：川崎市立図書館のホームページ内の子ども向けのページ
で図書館の利用案内や子ども向けの図書を紹介します。調べ学習や地
域の学習に役立つパスファインダー（調べ方案内）を掲載します。ま
た、新たに導入される電子図書館について紹介します。

　新しく入った本の紹介や、ティーンズﾞ向けのブッ
クガイドコーナーの更新を行いました。
　かわさき子ども権利の日を中心に、各図書館で子
どもの権利に関する企画展示を行い、関係する書籍
紹介等を実施し、ホームページで公開しました。
　かわさき電子図書館がスタートし、多くの子ども
だちに利用してもらうことが出来ました、

　新しく入った本の紹介や、ティーンズ向けのブッ
クガイドコーナーの更新を行いました。
　かわさき子ども権利の日を中心に各館で行った企
画展示では、通常では複数の本棚に分かれて提供す
る本を、まとめて紹介し、利用の促進につながりま
した。
　１０月に図書館システムを更新した際に、ホーム
ページも刷新し、きめ細かい情報を発信できるよう
になりました。
　かわさき電子図書館については、子ども向けコン
テンツを作成し、図書館に来館しなくても本が読め
る環境を提供することが出来ました。

　川崎市立図書館ホームページの子どもページを中
心に、図書館についての紹介を継続して行います。
　かわさき電子図書館について、更なるPRをし視聴
できるコンテンツの増を図るとともに、探しにくく
なっているコンテンツについて、検索方法等をわか
りやすく、つかいやすくする方法を検討していきま
す。

3
教育委
員会事
務局

高津図
書館

☆ 355
市議会キッズペー
ジ

■目的・目標：市議会のしくみなどに関する情報を分かりやすく提供
し、子どもたちの市議会への理解を促進します。

■事業概要：市議会のホームページで市議会のしくみを分かりやすく
説明した「キッズページ」を運営します。

　市議会のホームページで「キッズページ」を掲載
し、市議会のしくみを分かりやすく説明しました。

　「キッズページ」で市議会に関する情報提供を行
うことにより、子どもたちに議会活動を分かりやす
く伝えることができました。

　市のホームページ改修や新議場への移転に伴い、
内容のリニューアルを検討する必要があります。 3 議会局

広報・
報道担
当

356
子どもの権利施策
推進事業

■目的・目標：子どもの意見表明及び子どもの参加があらゆる政策に
反映されるよう促進していきます。

■事業概要：庁内の取組みを取りまとめ、庁内に周知します。

　「第６次川崎市子どもの権利に関する行動計画
（令和2～4年）」の評価についてまとめ、子どもの
権利委員会からの意見を、庁内に周知しました。
　「第７次川崎市子どもの権利に関する行動計画
（令和5～７年）」について、庁内に周知し、あら
ゆる政策に反映されるよう促進しました。

　「第６次川崎市子どもの権利に関する行動計画
（令和2～4年）」の評価についてまとめ、子どもの
権利委員会からの意見を庁内に周知したことで、行
動計画で定めた様々な子どもの権利を守るための方
向性の理解が広まっています。

　引き続き、「第７次川崎市子どもの権利に関する
行動計画（令和5～７年）」で定めた目標達成のた
め、庁内のあらゆる政策が子どもの権利保障につな
がるために周知し続ける必要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

357
人権尊重教育実践
集録の作成

■目的・目標：各学校が人権尊重教育の推進する際の参考資料として
活用を図ることを目的・目標としています。

■事業概要：研究推進校の実践を含めた市立学校の年間の実践活動や
人権教育に関する研究大会や行事等の内容を掲載した「人権尊重教育
実践集録」を作成し、各学校に配布します。

　「子どもの権利学習の実践報告」や「子どもの権
利の日のつどい」に関する記事を人権尊重教育実践
集録に掲載し各学校に配付しました。

「子どもの権利学習の実践報告」等を紹介すること
で、権利学習の取組例や活動の周知を図ることがで
きました。

　児童生徒には「参加する権利」があることやそれ
に関連した「子ども会議」の活動について理解を図
るために、教職員に継続して伝えていく必要があり
ます。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室

358 306
川崎市子ども会議
（意見表明）（再
掲）

■目的・目標：子どもの意見表明及び子どもの参加の促進をめざしま
す。

■事業概要：川崎市子どもの権利に関する条例に基づいて、子どもの
意見表明の場として川崎市子ども会議を開催し、市政に対しての意見
表明の機会を担保するとともに、子どもと行政がパートナーとして取
り組むことができるように必要なを支援を行います。

　幅広い子どもの声を、よりしっかりと受け止める
仕組みとして、子ども・若者の”声”募集箱との連
携や、カワサキ☆Ｕ１８、定例会議など、様々な企
画を組み合わせて、一連の取り組みとして展開しま
した。
　特に新たな取り組みとして、行政や地域団体、企
業などの大人とも話し合う機会を設けたこと、子ど
もの視点を中心に、立場の異なる市民同士の相互理
解を図りました。

　一連の取組として展開したことで、幅広い子ども
の声をまとめてもらうことができました。
　また、大人とも相互理解を図ることで、お互いに
新たな気づきを得て、意見が深まったほか、行政や
地域団体で子どもの声を反映し、地域主催のプログ
ラミング教室等の開催につながるなど、子どもたち
にフィードバックしたことで、子どもたちにとっ
て、自分たちの声が大切にされているということを
実感する契機となりました。

　子どもたちからは、毎年、新たな意見や声が寄せ
られるため、子どもの権利を尊重したうえで、テー
マに合致した大人の協力者を探していくことが今後
の課題と考えています。

2
教育委
員会事
務局

地域教
育推進
課

☆ 359 37
川崎市子ども会議
（定例会議）（再
掲）

■目的・目標：川崎市子ども会議推進委員会が運営する川崎市子ども
会議（定例会議）を支援することで、円滑の運営と子どもが安心して
発言することができる「居場所」としての機能の確保をめざします。

■事業概要：川崎市子ども会議において、子どもが安心して自分の意
見を表明できる「居場所」を確保できるように、環境づくりを支える
サポーター向けの講座や研修等を実施するなど、川崎市子ども会議推
進委員会に対する支援を行います。

　子どもが安心して自分の意見を表明できる「場」
として、毎月第１・３日曜日を基本に、年間２３回
の定例会議を開催しました。
定例会議では、子どもたちが自分たちで選んだテー
マについて検討を深め、子どもの声を川崎市に伝え
るための活動を支援したことで、登録人数も昨年度
の約２０名から約４０名に倍増しました。

　定例会議では、自分の本音が話しやすいような環
境づくりに力を入れたほか、子どもたちの声に対し
て大人からのフィードバックを行うことで、達成感
と感じることができ、子どもたちにとって、貴重な
「場」となりました。
　また、幅広い子どもの声を聞くために行っている
カワサキ☆Ｕ１８やインターネットでのアイデア募
集などで共有された子どもの声について、論点の整
理など議論を深めて、意見としてまとめる役割を担
うなど、子ども会議の取組の中心的な活動を行いま
した。

　登録人数が増えていることから、子どもたちの活
動を支える大人の体制整備が必要と考えています。 2

教育委
員会事
務局

地域教
育推進
課

（18）子ども会議の開
催と支援

　市政について、子ど
もの意見を求めるた
め、川崎市子ども会議
を開催します。また、
子ども会議が、子ども
の自主的及び自発的な
取組により円滑に運営
されるよう支援しま
す。

　子どもが育ち・
学ぶ施設や地域で
の活動に自主的に
参加できるよう、
子ども向けのイベ
ント情報や子ども
にわかりやすい表
現による市政情報
及び各区の魅力な
どを市ホームペー
ジ等を通じて提供
します。

（17）子どもの参加の
促進

　子どもが市政等につ
いて意見を表明する機
会や、育ち・学ぶ施設
や地域での活動に参加
する機会等、子どもの
参加を支援します。

㊴ 　市政について、
子どもの意見を求
めるため、川崎市
子ども会議を開催
します。また、他
都市の子ども会議
の視察や子ども会
議サポーターの養
成等により、子ど
もの自主的、自発
的な活動を支援
し、川崎市の小・
中・高全校に周知
することで子ども
会議への参加の促
進につなげていき
ます。

30条

施策の方向Ⅳ
子どもの参加

　さまざまな
場において子
どもの意見を
聴き、こど
もヶ自主的・
自発的に、ど
こでも、何に
対しても参加
できるよう支
援します。

２９条

㊳ 　子どもに関わる
施策に当事者であ
る子どもの意見を
反映する取組を促
進するため、子ど
もの意見表明・参
加に関する取組事
例を、庁内に周知
します。

29条
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令和５年度の達成度（１～５の５段階評価で入力）
１：目標を大きく上回って達成　２：目標を上回って達成　３：ほぼ目標どおり　４：目標を下回った　５：目標を大きく下回った
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的
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№ 再掲 事業名 事業概要等 令和5年度実施状況 令和５年度の成果 令和５年度の課題

令和５年
の達成度

所管局 所管課計画期間の取組内容

（19）地域における子
どもの参加活動の拠点
づくり

　子どもが安心して自
由に利用できる拠点施
設において、子どもの
自主的、自発的な参加
活動を支援します。

㊵ 　子ども夢パーク
において、子ども
が中心に企画・運
営するこどもゆめ
横丁など子どもが
自主的、自発的に
参加する活動を支
援します。

31条

360
子ども夢パーク事
業（子どもの活
動）

■目的・目標：子どもの参加・意見表明を促進し、子どもの自主性・
自発性、自己肯定感の向上を図ります。

■事業概要：子ども夢パークにおいて、子どもが中心に企画・運営す
る、こどもゆめ横丁、KUJI ROCK等を実施します。

　こどもゆめ横丁やKUJI ROCKの他、令和5年度
は、20周年記念　夢パおたんじょう日まつり～あり
がとう・おめでとう・これからも～を実施、大友剛
氏のコンサートをはじめ、舞台で自分の得意なこと
を披露する『登竜門』、夢パ恒例の水ドロあそび、
20周年グッズ（ベーゴマ・Tシャツ）の販売、この
日のためにボランティアの皆さんが育てたひまわ
り、市内プレパや夢パークで活動する団体の紹介パ
ネル、模擬店の他、懐かしの写真やパースから歴代
のスタッフTシャツ・ベーゴマ、夢パと支えるつく
りつづける会の活動の写真の展示など、子どもとと
もに企画し実現しました。

　記念事業の企画・運営等の事業をとおして、子ど
もが意見を表明し、尊重されることを保障すること
で、子どもの自主的及び自発的な参加活動を支援す
ることができました。

　引き続き、子どもの参加・意見表明を促進し、子
どもの自主性・自発性、自己肯定感の向上を図る必
要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

361
学校における生徒
会活動

■目的・目標：生徒会活動等を通して生徒の自主性・自発性を尊重
し、実践に生かされるように教師が適切に指導・支援します。

■事業概要：生徒の自主性を尊重した生徒会活動が支援できるように
特別活動部会総会や教育課程研究会、地区研究会等を実施します。

　特別活動部会総会、教育課程研究会、拡大要請訪
問等において、生徒会活動の計画・運営方法、学校
の実情に応じた生徒会活動の在り方や実践事例等の
伝達を年間10回行いました。

　生徒会活動の活性化を図るために、取組の具体例
や担当教諭が感じている成果を伝えることで、各校
の担当者が具体的な活動イメージをもてる機会とな
りました。

　生徒会活動の様子をより具体的にイメージできる
よう、映像資料を交えて情報提供できるように準備
する必要があります。

3
教育委
員会事
務局

カリ
キュラ
ムセン
ター

362
生徒会役員選挙協
力事業

■目的・目標：児童、生徒が民主主義に対する理解と関心を高め、ひ
いては地域の課題に主体的に関わろうとする意欲を高めます。

■事業概要：生徒会役員選挙を実際の選挙と同様に行うため、実物の
投票箱、投票記載台、腕章、たすき、のぼり旗等の選挙物品を貸与、
提供し、それを使用して選挙を体験してもらいます。また物品ととも
に選挙執行のノウハウも提供し、学校側から要請があれば簡単な講義
等も併せて行います。

　市立中学校５０校のほか、小学校、特別支援学校
からも器材借用の依頼があり、実施校 ５６校、参加
生徒数約30,500人が実物の投票箱や記載台等の選
挙器材を使用した生徒会役員選挙を体験することが
出来るよう支援しました。

　市立中学校については９割を超える学校で実施
し、事業が定着してきており、市内の中学生を中心
に多くの子どもたちに、実物の選挙器材で模擬投票
を体験してもらい、政治や選挙に対して関心を高め
ることができました。

　市立中学校については９割を超える学校で実施し
ており、希望校の掘り起こしが課題となっていると
ともに、器材の貸し出しや実際の選挙に即した生徒
会選挙執行に向けたノウハウ提供などを、限られた
人員で効率的に行う方法について研究する必要があ
ります。

3

選挙管
理委員
会事務
局

選挙課

363 選挙出前講座

■目的・目標：選挙権を得る前の年代から政治や選挙について考える
機会を持ち、１８歳から有権者となることを自覚し、政治や選挙に対
する意識の向上を図ります。

■事業概要：市立高校のほか、小学校、中学校、高校、大学、専門学
校、市立・県立・私立を問わず、いずれの年代からの依頼にも対応
し、政治・選挙への関心をより一層高めるとともに、知識を深める場
として、講義や模擬投票等を行います。

　昨年度より１校増え、小学校２０校のほか、高等
学校及び特別支援学校を含め合計２５校で実施し、
合計２,３00人を超える生徒が、選挙に関する講義
を受け、実物の投票箱や記載台等の選挙器材を使用
した模擬投・開票等を体験することが出来るよう支
援しました。

　近年は、毎年実施校が増加しており、特に小学校
からの依頼が多く、選挙権を得る前の発達段階の早
い時期の子どもたちに、政治や選挙に対して関心を
高めることができました。

　中学校や高校からの依頼が少なく、選挙権年齢に
近い年代への実施が少ないことから、今後、更なる
参加に向けて広報の充実や、限られた人員での効率
的な実施について研究する必要があります。

3

選挙管
理委員
会事務
局

選挙課

364
保育園利用者説明
会・懇談会･保護者
面談の実施

■目的・目標：利用者の意見を取り入れた保育運営を図ります。

■事業概要：利用者（保護者）に対して保育方針や子どもの権利保障
への取組等について説明を行い、意見を出せる機会を持ち、利用者の
意見を取り入れた保育運営を図ります。

　対面での保育内容説明会や懇談会を再開した園も
多く、利用者（保護者）に対して保育方針や子ども
の権利保障への取組等について直接説明を行いまし
た。保護者との個人面談の機会を設ける等、保護者
が意見を出せる機会を提供しました。

　利用者（保護者）に対して保育方針および子ども
の権利保障への取組等について説明を行い、保護者
からの意見や共に子どもの成長・発達を確かめ合う
機会を持ち、利用者の意見を取り入れた保育運営を
行いました。

　運営の柱として子どもの権利保障を位置づけ、保
護者からの意見を取り入れながら保育運営を行う必
要があります。

3
こども
未来局

保育・
子育て
推進部

365 学校教育推進会議

■目的・目標：地域と学校が協力し支え合う、よりいっそう開かれた
学校づくりの推進を図ります。

■事業概要：児童生徒、保護者、地域住民、教職員、有識者等が、学
校長から学校運営等について説明を受け、意見を述べる機会として設
置し、教育目標、教育活動等に関し、定期的に話し合います。

　「学校教育推進会議」において、児童生徒が地域
住民や保護者等と意見交換を行う機会を設け、児童
生徒が主体的に参加できる取組等について情報共有
をしました。

　児童生徒が学校での取組や自分たちの考えや思い
を表明し、地域住民や保護者等と意見交換すること
ができ、子どもたちの学びや生活の様子を共有する
ことができました。

　限られた時間での意見交換となっているため、
ICTの活用など様々な手法を工夫しながら、意見表
明の機会や安心できる学校づくりの協議の充実を
図っていきます。

3
教育委
員会事
務局
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366 204
学校運営協議会制
度推進事業(再掲）

■目的・目標：地域と家庭、学校が一体となって子どもを育てる「地
域ともにある学校」をめざし、地域住民等との連携・協働を促進しま
す。

■事業概要：保護者や地域住民等が、学校運営の基本方針を承認し、
学校運営支援等について定期的に協議することで、地域の創意工夫を
活かした特色ある学校づくりをめざした学校運営の推進を図ります。

　「学校運営協議会」の設置校（コミュニティ・ス
クール）において、児童生徒が地域住民や保護者等
と意見交換を行う機会を設け、児童生徒が主体的に
参加できる取組等について協議を行いました。

　児童生徒が学校での取組や自分たちの考えや思い
を表明し、地域住民や保護者等と意見交換すること
ができ、子どもたちの学びや生活の様子を共有する
ことができました。また、子どもたちが安心して学
校生活が送れるように、学校と家庭、地域できるこ
とを協議し、教育環境の充実を図りました。

　限られた時間での意見交換となっているため、
ICTの活用など様々な手法を工夫しながら、意見表
明の機会や安心できる学校づくりの協議の充実を
図っていきます。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室

☆ 367 360
子ども夢パーク事
業（子どもの活
動）（再掲）

■目的・目標：子どもの参加・意見表明を促進し、子どもの自主性・
自発性、自己肯定感の向上を図ります。

■事業概要：子ども夢パークにおいて、子どもが中心に企画・運営す
る、こどもゆめ横丁、KUJI ROCK等を実施します。

　こどもゆめ横丁やKUJI ROCKの他、令和5年度
は、20周年記念　夢パおたんじょう日まつり～あり
がとう・おめでとう・これからも～を実施、大友剛
氏のコンサートをはじめ、舞台で自分の得意なこと
を披露する『登竜門』、夢パ恒例の水ドロあそび、
20周年グッズ（ベーゴマ・Tシャツ）の販売、この
日のためにボランティアの皆さんが育てたひまわ
り、市内プレパや夢パークで活動する団体の紹介パ
ネル、模擬店の他、懐かしの写真やパースから歴代
のスタッフTシャツ・ベーゴマ、夢パと支えるつく
りつづける会の活動の写真の展示など、子どもとと
もに企画し実現しました。

　記念事業の企画・運営等の事業をとおして、子ど
もが意見を表明し、尊重されることを保障すること
で、子どもの自主的及び自発的な参加活動を支援す
ることができました。

　引き続き、子どもの参加・意見表明を促進し、子
どもの自主性・自発性、自己肯定感の向上を図る必
要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

☆ 368

こども文化セン
ター・わくわくプ
ラザ子ども運営会
議

■目的・目標：こども文化センターやわくわくプラザの運営にあた
り、幅広く子どもの意見を取り入れます。

■事業概要：こども文化センターやわくわくプラザの運営にあたり、
活動内容に関する意見、要望等、幅広く子どもの意見を聴くため、子
どもが中心となって「子ども運営会議」を開催し、職員や地域の大人
はそれを補助します。

　毎月1回程度こども運営会議を開催しています。
子ども運営会議で出た子どもの意見を反映し、子ど
も自身が企画、実施に携わることにより、子どもに
とって魅力ある施設として運営できるようしていま
す。

　各行事の実施にあたり、子どもが自ら育ち、学べ
るような環境づくりがなされました。

　子どもが安心して過ごせる居場所として、多くの
子どもの声や意見を反映させ、子どもが自ら育ち、
学べるような環境づくりを継続していく必要があり
ます。

3
こども
未来局

青少年
支援室

㊶ 　学校における生
徒会活動等、子ど
もの自治的な活動
を支援し、子ども
の意見が学校運営
に反映されるよう
努めます。また、
身近な課題に関心
を持ち主体的に関
わる意欲を高める
よう生徒会役員選
挙などの活動を支
援します。

（21）より開かれた育
ち・学ぶ施設

　育ち・学ぶ施設が子
どもとその親等、その
他地域の住民にとって
より開かれたものとな
るよう配慮します。

㊷ 　学校運営協議会
等、学校や保育園
等において、子ど
もと親、地域住民
等に対し、施設の
運営について説明
し、定期的に話し
合う場を提供し、
地域の創意工夫を
活かし、開かれた
施設づくりを推進
します。

33条

（22）子どもの意見の
尊重

　子どもの利用を目的
とした市の施設の運営
にあたり、子どもの意
見を聴くよう努めま
す。

㊸ 　育ち・学ぶ施
設、その他子ども
の活動の拠点とな
る場等、子どもが
主に利用する施設
の運営にあたり、
こども文化セン
ターやわくわくプ
ラザの子ども運営
会議、子ども夢
パークの各種イベ
ント等運営会議な
ど子どもが中心と
なる会議を開催
し、職員や地域の
大人はそれを補助
するとともに、構
成員として参加す
る会議体において
定期的に子どもの
意見を聴き、施設
運営等に反映され
るよう努めます。

34条

施策の方向Ⅳ
子どもの参加

　さまざまな
場において子
どもの意見を
聴き、こど
もヶ自主的・
自発的に、ど
こでも、何に
対しても参加
できるよう支
援します。

32条（20）自治的活動の奨
励

　育ち・学ぶ施設にお
ける子どもの自治的な
活動を支援し、子ども
の意見等については、
施設の運営に配慮され
るよう努めます。


